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1. 近年の災害等を踏まえた学校施設の安全確保

・避難所となる学校施設の防災機能強化

3



4

各所で甚大な被害が
生じたものの、これ
までの耐震化の取組
により、校舎の倒壊
被害は生じず

〇学校施設については、これまでの耐震化の取組により構造体の耐震化は概ね完了。
〇令和６年能登半島地震では、校舎の倒壊被害は生じなかった。一方で、内外壁・天井材・照明器具など非
構造部材の落下や損傷被害が発生。

〇非構造部材の被害は児童生徒等の安全確保に支障が生じるほか、避難所として利用できない事態も想定さ
れる。

〇併せて、体育館への空調設備の設置が進んでいない等避難所としての利用における課題が浮き彫りとなった。

天井、内壁の落下 外壁の落下

校舎前地盤が崩れ、地中杭が露出 設備機器の脱落

【構造体の耐震化率】
国立学校：99.9%（R7.5時点）
公立学校：99.9%（R7.4時点）
私立学校：95.1%（R6.4時点）

【令和６年能登半島地震】
石川県,新潟県,富山県,福井県など約1000校※に被害

※公立、国立、私立の学校施設における被害件数の総数

主な被害：がけ崩れ、敷地内地面亀裂、校舎壁の落下、
ガラス破損 等

避難所となった学校体育館

学校施設のこれまでの取組と令和６年能登半島地震における被害等
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〇令和６年能登半島地震での被害のほか、令和７年カムチャツカ半島付近の地震に伴う津波では、屋外避難
場所や移動中の熱中症リスクが問題。
また、避難所となる学校で、体育館から空調のある教室へ移動する事例があった。

〇学校は、激甚化・頻発化する災害から将来を担う子供たちを守りつつ、地域の防災拠点として避難所機能
を果たすことが重要。これらの状況を踏まえ、学校の耐災害性強化として、非構造部材の耐震対策や防災
機能強化を図ることが必要。

〇避難所環境の改善・充実に資する空調設備の整備、トイレの確保、バリアフリー化等の防災機能強化が必
要。

屋内運動場冷暖房設備
バリアフリートイレ

LPガスバルク
災害対応バルクシス
テムガス栓ボックスガス式非常用発電機

今後必要となる対策
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（出典）令和７年度 公⽴学校施設の耐震改修状況フォローアップ調査 （数値はR7.4.1時点）

⾮構造部材とは ： 建物の構造体以外の、天井材、照明器具、窓ガラス、外装材、内装材、設備機器、家具など

⾮構造部材（吊り天井等以外）の耐震対策

■主な補助制度
＜防災機能強化事業＞ 補助率： 1/3（下限額：400万円〜上限額：2億円）（※過去急増市町村にあっては3億円）

対象施設：公⽴の幼稚園、⼩学校、中学校、特別⽀援学校
※義務教育学校、中等教育学校（前期課程）を含む。
ただし、「屋外防災施設」のみ中等教育学校（後期課程）及び⾼等学校を対象校に含む。

能登半島地震においても、外壁・天井材・照明器具の落下など様々な被害が学校で発⽣、取組の加速が求められる。
⽂部科学省から設置者に以下のお願いをしている。

◎耐震対策が完了していない設置者に対し、早急に耐震点検・耐震対策を進めていただきたい。
特に、設置者による⾮構造部材の耐震点検を実施できていない場合には、⾄急実施するようお願いします（建築基準法に基づく定期点検に
準じて、⼀級建築⼠・⼆級建築⼠等の有資格者が実施することを想定しています）。

◎⾮構造部材については対策が必要な箇所が多岐にわたることもあることから、緊急性・危険度が⾼い箇所は優先的
に対策を進めるなどの適切な対応をお願いしたい。

各設置者においては、学校ごとの状況を踏まえた緊急性や危険度の⾼い箇所や危険の程度を把握の上、適切な対応をお願いします。

※１：全学校数に占める、「学校施設の非構造部材の耐震化ガイド
ブック（平成27年３月改訂版及び平成31年３月追補版（ただ

し、ブロック塀の項目を除く）」に基づき、学校教職員等又
は学校設置者（専門家）による点検を実施した学校数の割合

※２：全学校数に占める、耐震点検を実施した校数のうち学校設置

者（専門家）による耐震点検の結果、耐震対策が不要又は耐
震対策が完了した学校数の割合

公立学校の非構造部材の耐震対策
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学校設置者及び学校がそれぞれの役割を理解し、関係部署や専⾨家と連携して⾮構造部材の点検に取
り組めるよう、⾮構造部材の耐震化の重要性とともに、点検の内容や⼿法などをわかりやすくまとめて
いる。（改訂版・追補版）安全性が確認されたブロック塀等は、今後継続的に安全点検を⾏う必要があ
ることから、ブロック塀等の点検のポイントについても紹介している。（追補版）
※⾮構造部材とは・・・天井材や外壁（外装材）などの構造体（柱、梁、床など）と区別された部材

○何を点検するの︖
学校にある⾮構造部材について、
錆やひび割れなどの劣化状況や、
家具の使われ⽅などを点検します。

○いつ、誰が点検するの︖
教育委員会と学校が役割分担しな
がら、学校管理職や教員等も定期

（毎⽉１回）や⽇常（毎授業⽇ご
と）の安全点検を実施します。

○どうやって点検するの︖
解説を参照しながら点検チェック
リストを使って点検します。

地震による被害例

天井材 照明器具 窓・ガラス 内外壁

天井材 照明器具 窓・ガラス 内外壁

主な非構造部材

ブロック塀の点検ポイント例

塀の傾き 塀のひび割れ、すき間 控え壁の損傷塀のひび割れ

＜ホームページ＞ https://www.mext.go.jp/a_menu/shisetu/shuppan/1291462.htm

学校施設の非構造部材の耐震化ガイドブック（平成27年3月改訂版・平成31年3月追補版）
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学校教職員の方々にも周知をお願いします！

 日ごろ学校の建物を使っている学校教職員の方々向けに点検のポイントをまとめています。

 「学校施設の非構造部材の耐震化ガイドブック（改訂版）」（平成２７年３月）と併せて見ることで、
より高い効果が期待できます。

・ 非構造部材の危険性について解説
・ 点検のポイントや点検結果の評価方法をわかりやすく解説
・ 点検結果の活用方法・整理方法等の先進事例を紹介

https://www.youtube.com/watch?v=WE8XVlgPRz4

YouTube動画

”地震のとき「落ちてこない・

倒れてこない・移動してこない」

安全な学校へ”

学校施設の非構造部材の耐震点検に関するYouTube動画
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学校施設の耐震化（非構造部材を含む。）に関する専門的・技術的な内容の相談窓口を開設しています。
どなたでもご利用いただけます。ご遠慮なくご相談ください。

文部科学省大臣官房文教施設企画・防災部参事官（施設防災担当）
（相談の受付はE-mailとなります。）※メール件名の冒頭に【相談窓口】と書いてください。
https://www.mext.go.jp/a_menu/shisetu/bousai/taishin/03061201/004.htm

＜本資料に関するお問合せ先＞
文部科学省大臣官房文教施設企画・防災部 参事官（施設防災担当）付 防災推進係
代表：03-5253-4111（内線：2235、4038）

耐震化のこと

学校施設の耐震化推進等に関する相談窓口
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避難所に指定されている学校の防災機能設備等の確保状況

割合（％）※１確保学校数※４

（校）
避難所指定
学校数※４（校）

※２

77.2 [73.2]22,806

29,529

非常用発電機等

83.4  [80.8]24,640飲料水の確保対策

85.5  [64.9]25,242冷房機器※３

86.3  [79.3]25,486暖房機器※３

78.2  [73.3]23,103ガス設備等

85.3  [82.9]25,181通信設備

36.7  [ － ]10,844入浴・洗濯等生活用水

75.1  [73.6]22,162断水時のトイレ対策

備蓄倉庫

マンホールトイレ

防災関係施設・設備

※「災害に強い学校施設の在り方について ～津波対策及び避難所としての防災機能の強化～」

「公立学校施設整備に関する防災対策事業活用事例集」 より

※１ ： ［ ］内は前回調査（令和4年12月1日現在）の数値
※２ ： 各防災機能設備等については、敷地や建物内に可搬式のものを含め設置等してある学校のほか、学校の近隣に設置等してある学校や、近隣の公共施設や民間事業者との協定等により災害時に利用可能な学校を含む
※３ ： 上記に加え、災害時に避難者が滞在することを想定している部屋等（体育館、会議室、教室等）に、利用可能な冷暖房機器（スポットクーラー、ストーブ等可搬式のものを含む（ （扇風機を含む））を保有している部屋等が

一部屋以上あれば、避難所として保有しているものとしている
※４ ： 全国の公立の小学校、中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校(分校は1校として扱い、休校中の状態の学校、仮設・工事中の校舎は、調査対象外)

全国の公立学校のうち、約９割が避難所に指定 ⇒ 防災機能の更なる整備充実が必要

○ 全国の公立学校（32,186校）のうち、避難所に指定されている学校数 29,529校（91.7％）

［91.5％］※１

○ 避難所に指定されている学校（29,529校）のうち、学校施設の利用方針を策定している学校数

20,827校（70.5％）

［68.9％］※１
（参考）学校施設の利用方針 : 地域住民の円滑な誘導や避難所となる学校施設の効果的な活用のため、災害時に校舎及び屋内運動場、

校庭等をどのように利用するか定めた方針や計画で、教育活動の再開を見据えて地域住民に開放する部分
とそれ以外の部分を区分した上で、避難者の居住スペースや避難所運営に必要なスペースを設定してあるもの

避難所となる公立学校施設の防災機能に関する調査結果（令和6年11月1日現在）



11https://www.mext.go.jp/a_menu/shisetu/bousai/main4_a12_00003.htm

地域の実情・災害リスクに応じた学校施設の防災機能の強化・実装に向けて
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１．趣旨
学校施設について、発災時における児童⽣徒等のための応急避難場所としての必要な機能が発揮できるよう、防災機能の強化
を図る。また、児童⽣徒等を事故等から防ぐために必要となる⼯事を⾏うことにより、教育環境の改善を図る。

3．対象校
公⽴の幼稚園（幼稚園型認定こども園を除く）、⼩学校、中学校、義務教育学校、中等教育学校（前期課程）、
特別⽀援学校、中等教育学校（後期課程） 、 ⾼等学校 ※中等教育学校（後期課程）及び⾼等学校については「屋外防災施設」のみ対象

2．算定割合等
算定割合︓１／３ 下限額︓４００万円〜上限額︓２億円（過去急増市町村にあっては３億円）

※⾃家発電設備の整備に限り、下限額は設置者単位で「200万円×設置校数」 （ただし１校５００万円を上限とする）

４．⼯事内容

◆建築⾮構造部材の耐震対策⼯事
・天井材・外壁等落下防⽌⼯事
・設備機器の移動・転落防⽌⼯事 等

◆児童⽣徒等の安全を確保する上で必要な⼯事
・コンクリートブロック塀の倒壊防⽌等⼯事
・避難経路確保のための外階段の設置⼯事
・転落防⽌のための柵、⼿すり等の設置⼯事 等

◆屋外防災施設の整備
・備蓄倉庫、給⽔槽、防⽕⽔槽、井⼾、屋外便所の設置 等

◆その他防災機能強化に資する⼯事
・避難所指定校への⾃家発電設備（据置き式に限る）の整備
・既設の太陽光発電への⾃⽴運転機能付加 等

避難通路・階段 備蓄倉庫 ⾃家発電機天井等落下防⽌対策

落下防⽌対策として吊り天井を撤去

防災機能強化事業（学校施設環境改善交付金）
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公立学校施設における体育館等への空調整備

現状・課題

学校施設の避難所機能を強化し、耐災害性の向上を図る観点から、避難所となる全国の
学校体育館等への空調整備を加速する。

事業内容

⼦供たちの学習・⽣活の場であるとともに、災害時には避難所として活⽤される学校体育
館等について、避難所機能を強化し耐災害性の向上を図る必要がある。しかし、学校体育
館等における空調設置率は約2割にとどまっており、更なる設置促進が必要な状況である。

公⽴⼩中学校施設における空調（冷房）設備の設置状況

（担当︓⼤⾂官房⽂教施設企画・防災部施設助成課）

災害時にも利⽤可能な学校体育館の空調設備

＜対象学校種＞
公⽴の⼩学校、中学校、義務教育学校、中等教育学校（前期課程）、特別⽀援学校

＜対象施設＞
屋内運動場（学校体育館、武道場）

＜算定割合＞
１／２

＜算定対象の範囲＞
下限額４００万円
上限額１．１億円（EHPの場合）、 １．４億円（GHPの場合）

＜対象期間＞
令和１５年度まで

＜主な⼯事内容＞
屋内運動場における空調設備の新設及びその関連⼯事

＜補助要件＞
避難所に指定されている学校であること
断熱性が確保されること

＜地⽅財政措置＞
起債充当率︓100％、元利償還⾦への交付税措置率︓50％

国 都道府県・市区町村
（学校設置者） 事業者

補助 発注

事業スキーム

600億円令和7年度補正予算額

※学校施設環境改善交付⾦の内数
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避難所にもなる学校施設の体育館空調設備整備における優先順位付けの例

A市 C市B市

① ⼩学校を優先して整備
 指定拠点避難所を最優先
 ⼩学⽣は中学⽣に⽐べ熱中症になりやすいため

② 地域偏在を防ぐため、市内を15区域に分
割して整備

③ 災害時（⼟砂災害、洪⽔）に利⽤できる
学校を優先

④ 児童・⽣徒数が多い学校を優先

※⼩学校整備後に中学校等を整備

＜整備スケジュール＞

避難所にもなる学校施設の体育館空調設備整備における優先順位付けについて複数の⾃治体にヒアリングを実施
地域の状況や過去の被災状況等を踏まえ、各⾃治体の判断で優先順位を設定

各⾃治体では主に以下のような点を総合的に勘案して整備計画を⽴案
• 体育館の⼤きさ等を総合的に勘案
• 特定の地域への偏在を防ぐため区域分け等域内バランスにも配慮
• 過去の災害時の利⽤実績や利⽤可能な学校施設を勘案

＜優先順位付けの考え⽅＞ ＜優先順位付けの考え⽅＞＜優先順位付けの考え⽅＞

＜整備スケジュール＞ ＜整備スケジュール＞
1・2年⽬ ︓59校(中学校・⾼校・特別⽀援学校)
3年⽬以降︓108校（⼩学校を順次整備）
合計 ︓167校

1年⽬︓15校（⼩学校）
2年⽬︓15校（⼩学校）
3年⽬︓18校（⼩学校）
4年⽬︓11校（中学校）
5年⽬︓12校（中学校、特別⽀援学校）
合計 ︓71校

① 市内２２区域の区域ごとに１カ所ずつ整備

② 過去の災害で避難者が多かった学校を優先

③ ⽐較的体育館が⼤きい⼩・中学校を優先

※残りの中学校及び⼩学校を整備
 ⼩学校(56校)は経年50年超の施設が多くあることから

、整備後に改築することも考えられるためEHPのリースを
検討中

① 中学校・⾼校等を優先して整備
 部活動等で使⽤することから、⼩学校よりも使⽤時間

が⻑くなるため

② 学級数の多い学校を優先して整備

③ 整備が特定の地域に集中することのないよ
う留意

※中学校、⾼校等を整備後に⼩学校を
順次整備（検討中）

1年⽬︓6校 （⼩学校、中学校）
2年⽬︓6校 （中学校）
3年⽬︓10校（⼩学校、中学校）
4年⽬︓39校（⼩学校、中学校）
5年⽬︓39校（⼩学校、中学校）
合計 ︓100校
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●端末の整備
●周辺機器等ＩＣＴ教育設備
●校内ＬＡＮの整備

３．私⽴⾼等学校等の教育ＤＸの推進（ＩＣＴ環境整備） 22億円（22億円）［ 1億円］
学校教育の基盤的なツールであるＩＣＴ教育端末・設備を更新し、各私⽴学校の特⾊を活かした個別最適な学び・協働的な学びの⼀体的な充実、主体的・対話的で深い
学びを推進

※１ 指定避難所等 ⼤学︓約５０％ ⼩・中・⾼・特︓約４０％ （令和６年９⽉１⽇時点）

１．安全・安⼼な教育環境の実現等 41億円（46億円）［115億円］

⽬的・⽬標
今後発⽣が懸念される南海トラフ地震等の⼤規模地震や熱中症
による事故、また教育研究環境の⾼度化に対応するため、私⽴学
校の施設・設備の環境整備について、早急に取り組む必要がある。

背景説明

耐震対策の実施状況 (令和６年４⽉１⽇時点)
① 構造体 ⼤︓９６.６％［国︓９９.９］ ⾼︓９３.６％［公︓９９.９］
② 体育館の吊り天井等 ⼤︓７３.３％［国︓９９.８］ ⾼︓８４.０％［公︓９９.６］
③ 外壁など⾮構造部材 ⼤︓２０.８％［国︓７８.７］ ⾼︓４５.４％［公︓６８.０］

私⽴学校施設の整備⽬標 （第１次国⼟強靱化実施中期計画）
・ 構造体の耐震対策を令和10年度までに完了
・ ⾮構造部材の耐震対策や避難所施設のバリアフリー化を令和22年度までに完了

補助率 ⼤学1/2以内 ・ ⾼校等1/3以内等 ※⾼校等の耐震補強・防犯対策の⼀部に補助率の嵩上げあり

補助率
端末整備 2/3以内
ＩＣＴ教育設備整備 1/2以内
校内ＬＡＮ整備 1/3以内

【教育ＤＸの推進】

２．私⽴⼤学等の教育研究基盤の向上 28億円（23億円）［30億円］

補助率
教育研究装置 1/2以内
研究施設 1/2以内
教育設備 1/2以内
研究設備 2/3以内

【エアコン整備
熱中症対策】

※単位未満四捨五⼊のため、計が⼀致しない場合がある。

91億円令和8年度予算額（案）
）91億円（前年度予算額
］146億円［令和７年度補正予算額私立学校施設・設備の整備の推進

私⽴学校施設は、学⽣・⽣徒等の学習・⽣活の場であり、災害時には避難所機能を果たすことから、耐震化の早期
完了や熱中症対策などにより安全・安⼼な環境を確保する。また、私⽴学校の教育ＤＸを推進するとともに、研究⼒
の向上や研究成果の社会実装を加速化すること等により教育研究環境の充実を図る。

第1次国⼟強靱化実施中期計画に基づく⾮構造部材や構造体の耐震対策、避難所※１機能の強化等の防災機能強化を重点⽀援、また熱中症による事故を防⽌するための
空調設備の整備を推進

●⾮構造部材（吊り天井・外壁 など）や構造体の耐震対策
●避難所機能の強化（空調・⾃家発電・備蓄倉庫・バリアフリー化 など）
●バリアフリー（合理的配慮）対応（ＥＶ・多⽬的トイレ など）
●防犯対策 ●アスベスト対策
●空調設備の整備

このほか、⽇本私⽴学校振興・共済事業団において耐震化・施設の建替え等の融資事業を実施
事業（貸付）規模 600億円 〔うち財政融資資⾦ 288億円〕

私⽴⼤学等の基盤的な教育研究設備の充実を図りつつ、⽇本の産業を⽀える理⼯農系⼈材の育成等に必要な研究設備を重点⽀援

●教育研究環境の⾼度化（教育研究設備の整備）
教育研究の質を向上するため、教育研究活動の基盤となる研究設備の整備を推進

●イノベーション創出に向けた教育研究環境整備（新規）
科学技術・イノベーション⼈材の育成強化を図るため、研究⼒の⾼い私⽴⼤学等への施設・設備整備費と経常費の⼀体的かつ

重点的な⽀援により、最先端の「知」を⽣み出し、⽇本の競争⼒を⾼める拠点機能を強化（研究設備、施設改修事業）
※別途、私⽴⼤学等経常費として６億円を計上

私⽴⼩中⾼等学校等の整備状況 (令和６年度末時点)
① 端末 義務教育︓８０％ ⾼等学校︓７５％
② ネットワーク 義務教育︓８９％ ⾼等学校︓８６％



16https://www.mext.go.jp/content/20250714-mxt_bousai-000042903_2.pdf

避難所機能強化に活用できる主な財政支援一覧
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（出典） 事務連絡「災害時の避難所としての公立学校の活用について」 （出典） 事務連絡「各自治体における指定避難所の確保の取組への対応
について（周知）」

https://www.bousai.go.jp/taisaku/hinanjo/pdf/r7_1105.pdf

災害時の避難所としての学校施設等の活用（避難所等確保の検討）

https://www.bousai.go.jp/taisaku/hinanjo/pdf/r7_0610.pdf
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2. 被災地学び支援派遣等枠組み（D-EST）

による学校早期再開の取組

18
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心の絵本読み聞かせ

校内のがれき処理

＜学校再開での主な対応＞

○ 被災地では、子供たちだけでなく教職員も被災者となる中で、校舎等への被害や避難所
開設もあり、速やかな学校再開に影響があった。

登下校支援

＜学校支援チームによる支援例＞

＜学校支援チームとは＞

・ 訓練された教職員等が被災した学校の支援（学校再開の
ための環境整備、心のケア等）のため派遣

・ 北海道、岩手、宮城、福島、埼玉、千葉、三重、京都、兵庫、
岡山、熊本の11県でチームを設置

（R7.2現在）

・ 能登半島地震では、発災直後から各県チームが独自に被
災地に入り、学校の早期再開に向けて支援を実施

○ これに対し、

・ 近隣校を間借りして学習スペースを確保し、スクール
バスで通学したり、

・ 紛失・破損した端末の代替機の無償貸与や、避難先の
子供たちへオンライン学習を行ったりする他、

・ 高校入試が迫る中で、被害の大きかった奥能登３市町では、
保護者同意の下、希望する中学生を金沢地域へ集団避難する

など、教育環境が整った学校から教育活動が再開された。

○ こうした中で、被災地で不足する人員・ノウハウに対しては、

・ 学校支援チームが、学校再開に向けた環境整備を行ったり、

・ 集団避難先へ学習・生徒指導を行う応援教員を派遣したり、

・ 心のケアを行うスクールカウンセラーを追加配置し、

被災地外からの教職員等の派遣支援が重要な役割を果たした。

学校支援チームの派遣について
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＜検討の背景＞
 能登半島地震では学校の校舎やグラウンド等が被害を受け、教職員も被災者となる中、多くの学校で避難所開設され学校再開に必要な⼈員が不⾜
 こうした中で、⼦供たちの学びを速やかに確保するため、被災地外からの教職員等の派遣による⽀援が重要な役割を果たしたが、被災地での⽀援
ニーズ等の迅速・的確な把握や、５県が設置する学校⽀援チームと国との連携体制などに課題があった。

2024年12⽉24⽇
省 内 検 討 会 議

教育活動再開期
（数週間〜数か⽉程度）

施設被害や教職員の被災等の課題がある学校で被災地の教職員等と連携した外部⽀援が必要施設被害や教職員の被災等の課題がある学校で被災地の教職員等と連携した外部⽀援が必要
被災した学校現場で⽀援を要する課題例︓被災した学校現場で⽀援を要する課題例︓

＜学校⽀援チームとは＞
・訓練された教職員等が被災した学校の⽀援（学校再開

のための環境整備、⼼のケア等）のため派遣
・兵庫・熊本・三重・宮城・岡⼭の５県でチームを設置
・能登半島地震でも、発災直後から各県チームが独⾃に

被災地に⼊り、学校の早期再開に向けて⽀援を実施〇児童生徒等の安否確認
〇避難所開設支援
〇児童生徒等の安否確認
〇避難所開設支援

〇避難生活中の学習支援
〇心のケア
〇教育活動再開支援

〇学校運営の支援
〇教育活動の実施

⽣活確保期
（数⽇〜数週間程度）

救命避難・⽣命確保期
（発災〜数⽇程度）

発災

参考資料

「被災地学び支援派遣等枠組み」（D-EST） 最終まとめ 概要

９⽉の能登豪⾬でもD-ESTの⼀環として⽂科省職員等を派遣しニーズ等を把握して⽀援に繋げたところ、今後の⼤規模災害に備え、
被災地での速やかな学びの確保を図るため、被災地外からの教職員等の派遣枠組み（D-EST）を構築し、その実質化を図る。ディーエスト

Disaster Education Support Team

⽀
援
⾃
治
体

災
害
時

 派遣候補者リストの作成
 技術職員の養成、研修の充実
 派遣時の⼿順を提⽰

平
時

①⽂科省職員等の派遣⽂
部
科
学
省

 ソフト・ハードの状況・
課題を把握

 学校施設の応急危
険度判定

災
害
時

平
時

②学校⽀援チームとの連携・サポート

 学校⽀援チームの創設・取組充実の⽀援
 先⾏事例の紹介

 現地情報の共有
 ⽀援⾃治体からの要請に対応

災
害
時

 派遣時の⼿順や留意点を提⽰平
時

③教職員・SCの派遣調整
SC派遣
の調整

教職員派遣
の調整

災
害
時

平
時

教職員派遣
 学習指導・⽣徒指導を⾏う

教職員不⾜への対応

 派遣候補者リストの作成
 平常業務との分担を予め検討

災
害
時

平
時

 学校⽀援チームの設置
 チーム員の養成

学校⽀援チーム派遣
※派遣先の調整は全国知事会等による

被災 ⾃治体/学校

関係団体

SC派遣

災
害
時

平
時

※⽂科省職員が
派遣ニーズ等を
確認した上で
⽀援⾃治体と
共有し、派遣を
調整

受援体制の確保
 ⽀援ニーズの集約
 連絡窓⼝の⼀元化

 学校⽀援チーム等の取組への理解
 NPO法⼈等の⽀援団体との連携協定を締結

※NPO法⼈等、⺠間団体の取組事例も紹介

 ハンドブックの作成

 ⾃治体との連携体制の構築

 必要に応じ、派遣調整

 活動拠点の確保

※R6補正「災害時学校⽀援体制構築事業」を活⽤
※ｽｸｰﾙｿｰｼｬﾙﾜｰｶｰについては、各都道府県教育委員会における災害対応に向けた体制構築を促進

※SC:ｽｸｰﾙｶｳﾝｾﾗｰ
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＜被災文教施設応急危険度判定について＞

○被災⽂教施設の設置者等は、地震発⽣後、被害状況を把握するとともに、建物の使⽤可否を判断する必要があります。
技術職員の不⾜等により判断が難しい場合には、⽂部科学省からの応急危険度判定⼠の調査団を派遣することができ
ます｡

〇令和７年⻘森県東⽅沖地震においては、「学校施設の耐震化等に係る技術的事項等に関する協⼒者会議」の建築の
専⾨家にも同⾏いただき調査を実施しました。

○令和７年⻘森県東⽅沖地震における実施状況
●調査施設数等︓公⽴学校５校 ６棟（⻘森県）
●判定⼠調査⽇程︓３名 ２⽇間(12⽉11⽇(⽊)〜12⽇(⾦))

建築の専⾨家１名(12⽉12⽇(⾦))

内部(柱)損傷法⾯の崩落、道路の地割れ

○令和６年能登半島地震における実施状況
●調査施設数等︓公⽴学校５８校 ２１９棟（⽯川県）
●判定⼠調査⽇程︓１２名 １２⽇間(1⽉11⽇(⽊)〜22⽇(⽉))

基礎の損傷

渡り廊下の沈下 管理者への報告

内部（柱）の損傷

外部(柱)損傷
エキスパンション
ジョイント損傷外部(柱)損傷

https://www.mext.go.jp/a_menu/shisetu/bousai/taishin/03061201_00001.htm

文部科学省の職員派遣（応急危険度判定）
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〇 近年、災害が頻発化・激甚化するとともに、南海トラフ地震や⾸都直下型地震などの⼤規模な地震の発⽣も切迫化している。
〇 令和６年能登半島地震においては、地⽅公共団体間の⽀援として学校⽀援チーム※の派遣が⾏われ、被災地における学びの継続や

学校の早期再開に向けた⽀援が⾏われた。
〇 今後の⼤規模災害に備えるため、学校⽀援チームの取組を全国に広げるとともに、全国的な連携・協⼒体制の構築や活動内容の⾼

度化など、被災地外から教職員等を派遣する枠組み（「被災地学び⽀援派遣等枠組み」（通称D-EST（ディーエスト）︓
Disaster Education Support Team））を充実させるための取組を早急に進める必要がある。

現状・課題

〇 国や各地⽅公共団体間の連携強化や学校⽀援チームのノウハウ等に係る情報発信を⾏うとともに、地⽅公共団体に対し学校⽀援チーム
の新設・取組強化を⽀援することにより、災害時における⼦どもたちの学びの確保に向けた全国的な⽀援体制を構築する。

事業内容

（担当︓⼤⾂官房⽂教施設企画・防災部参事官（施設防災担当）付）

② 学校⽀援チームのノウハウ等を全国に発信① 国・都道府県等の連携体制の構築

発信 展開連携
✓平時からの連携を強化して災害時の活動を
円滑化するための体制を整理し、交流や知⾒
の提供、災害時における相互の情報交換等を
⾏うプラットフォームを構築する。

✓学校⽀援チーム全体のスキルの向上に向け、研
修教材の作成や、平時における活動事例等を
整理する等、災害時における学校⽀援体制の
構築にあたって参考となるコンテンツを発信・普及
する。

✓学校⽀援チームを新規に⽴ち上げやすくするとと
もに、既存の学校⽀援チームの活動をより強化
するため、学校⽀援チーム新設・機能強化を⾏
う地⽅公共団体を⽀援し、その成果を全国に発
信・普及する。

• 平時からの連携強化に
より、災害時の活動を
円滑化

効果 効果効果

③ 学校⽀援チーム創設等の⽀援

災害時学校支援体制構築事業
～被災地学び支援派遣等枠組み（D-EST）の充実～ 51百万円令和7年度補正予算額

※学校⽀援チーム
・ 被災地における早期の学び確保に向けた課題対応のため、被災地外の都
道府県等から派遣される訓練された教職員等のチーム。

・ 能登半島地震では、兵庫県、熊本県、宮城県、三重県、岡⼭県が被災
地に⼊り⽀援を実施。現在は、北海道、福島県、埼⽟県、京都府も新た
に設置。

〈被災した学校等で⽀援を要する課題例〉〈被災した学校等で⽀援を要する課題例〉
教育活動再開期

（数週間〜数か⽉程度）

被災した学校等の課題に応じ、被災地の教職員等と連携した外部⽀援が必要被災した学校等の課題に応じ、被災地の教職員等と連携した外部⽀援が必要

⽣活確保期
（数⽇〜数週間程度）

救命避難・⽣命確保期
（発災〜数⽇程度）発災

〇学校運営の支援
〇教育活動の実施

〇児童生徒等の安否確認
〇学校施設の避難所支援
〇児童生徒等の安否確認
〇学校施設の避難所支援

〇避難生活中の学習支援
〇心のケア
〇教育活動再開支援

• 学校⽀援チーム構成員の効
率的な養成

• ノウハウ共有による⽀援活動
の⾼度化

• 学校⽀援チームの増加
• 既存の学校⽀援チーム

の機能強化

参考資料



23https://www.mext.go.jp/a_menu/shisetu/D-EST/gakkoushien/

トップページ 学校⽀援チームの取組事例・実績掲載ページ

問合せ受付フォーム
文部科学省ホームページ内に、学校支援
チーム専用ウェブサイトを開設し各種情報
発信を行っています。
今後、学校支援チームに係る事例集、簡易
ハンドブック、研修動画を公開予定です。
また、支援実績や各学校支援チームの情
報等も随時更新予定です。

学校支援チーム専用ウェブサイト開設のご紹介



プレゼンテーション表紙サンプル （スライドサイズ 4︓3 25.4 x 19.05cm）

3. 国土強靱化について
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25第１次国土強靱化実施中期計画に関する都道府県説明会資料より引用

国土強靱化の枠組み
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差し替え

首相官邸ＨＰより引用：https://www.cas.go.jp/jp/seisaku/kokudo_kyoujinka/dai1_chuukikeikaku/gaiyou.pdf

第１次国土強靱化実施中期計画の概要
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第１次国土強靱化実施中期計画施策概要（国立学校）
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第１次国土強靱化実施中期計画施策概要（公立学校）
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第１次国土強靱化実施中期計画施策概要（私立学校）



プレゼンテーション表紙サンプル （スライドサイズ 4︓3 25.4 x 19.05cm）

4. 次期国立大学法人等施設整備

5 か年計画の検討状況

30
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今後の国⽴⼤学法⼈等施設の整備充実に関する調査研究協⼒者会議（主査︓⻄尾章治郎国際⾼等研究所所⻑、⼤阪⼤学前総⻑）（令和7年12⽉）
国⽴⼤学等施設の現状

安全⾯ ⽼朽化による事故発⽣が頻発
機能⾯ スペース不⾜、教育研究機能の低下
経営⾯ エネルギーロス等による財政負担の増⼤

 昭和40〜50年代に整備した膨⼤な施設の更新時期が到来
（築25年以上の建物⾯積の過半が⽼朽化）

 安全⾯、機能⾯、経営⾯で⼤きな課題を抱え対応が急務

次期計画において国⽴⼤学法⼈等施設の⽬指すべき⽅向性

イノベーション・コモンズ︓キャンパス全体が有機的に連携し、ソフト・ハードの取組が⼀体となり、あらゆる分野、あらゆる場⾯で、あらゆるプレーヤーが共創することで、新たな価値を創造できる拠点

地域の防災拠点の実現

過去の災害発⽣時における効果発揮事例
 富⼭⼤学（令和６年 能登半島地震） 約200名の避難者を受け⼊れ
 熊本⼤学（平成28年 熊本地震） 約2,800名の避難者を受け⼊れ
 東京⼤学（平成23年 東⽇本⼤震災）約400名の帰宅困難者を受け⼊れ

ヘリコプターによる患者受⼊れ

⼤学等の施設を活⽤し、産学官⾦等の有機的なつなが
りや共創活動を活性化することで、地域課題の解決や
新産業の創出等、その成果を地域に還元

災害発⽣時、多様なステークホルダー等の安全確保や
教育研究活動を継続するための耐災害性の強化
災害拠点病院や地域の避難所等としての防災機能の強化

デジタル化の体制強化 企業等とのオープンラボ 地域との屋外共創空間 リカレント教育の場 国際宿舎の交流空間

その他、ほぼ全ての国⽴⼤学等が地域の避難所等に指定（協定等含む）

社会実装の推進

配管の腐⾷ 外壁落下の危険
⾃家発電設備貯⽔タンク避難所の様⼦

これらの課題を踏まえ、
具体的な整備⽬標とともに、
今後の推進⽅策(提⾔)を提⽰

【主な課題】
 第5次5か年計画では、⽼朽改善整備の進捗率が⽬標の51％に留まる
 急激な建設資材⾼騰・労務費の上昇等
 国⽴⼤学法⼈等の総保有⾯積が、全体として増加傾向にある

地域と共に発展するキャンパス全体の
イノベーション・コモンズ（共創拠点）の実装化

戦略的リノベーション等
による⽼朽改善整備※ 研究インテグリティ・研究セキュリティの確保にも留意しつつ推進

第６次国立大学法人等施設整備５か年計画(R8~12年度)策定に向けた最終報告 概要 1/2
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779万㎡ 【9,799億円】
⼤規模改修・改築等 240万㎡ 【 5,486億円 】
性能維持改修 539万㎡ 【 4,313億円 】 15万㎡【780億円】

保有⾯積の総量最適化
 各国⽴⼤学法⼈等の状況に応じ、施設整備や維持管理の範囲や内容等

についてメリハリづけを実施
 ⽼朽化した施設について、⼀定割合は取壊しを想定

配管・配線 ︓ 2,176㎞【640億円】
設備機器 ︓ 3,496台【1,203億円】

 事故の未然防⽌及び災害時の教育研究の継続性の確保等のため、
計画的な整備を実施

 新たな教育ニーズに対応
するため、既存施設の有
効活⽤では困難で真にや
むを得ないものについて
は新増築により整備

 国⽴⼤学法⼈等全体とし
て、施設の総保有⾯積が
計画期間中に増加しない
よう留意

25万㎡【2,121億円】

 現下の附属病院の
経営状況を注視す
るとともに、医学
教育や附属病院の
機能等に係る議論
等も踏まえつつ、
今後の新たな計画
等に応じて柔軟に
対応

総計︓818万㎡【 1兆4,542億円 】（多様な財源を含む）整備⽬標

⽼朽改善整備
戦略的リノベーションや性能維持改修による整備の加速化
 保有する⼤量の⽼朽施設について耐災害性の強化や機能強化を推進
 ⻑寿命化のライフサイクルへの転換によりトータルコストの縮減や経

費の平準化を図りつつ、⽼朽改善整備を加速化

ライフライン更新

新増築整備 附属病院整備

<5年間の整備量>

 国及び国⽴⼤学法⼈等が取り組むべき事項に加え、地⽅公共団体や産業界に期待する事項について提⾔

<5年間の整備量>

<5年間の整備量>
<5年間の整備量>

※総計は四捨五⼊して記載しているため、各
数値の合計と⼀致していない

今後の推進⽅策（提⾔）

財源の確保 全学的な施設マネジメントの推進 地⽅公共団体や産業界との連携
 施設整備費補助⾦を始めとした国
の予算の安定的確保

 社会からの投資の呼び込みなど、
施設整備にかかる財源の多様化

 国⽴⼤学法⼈等と多様なステークホルダー
との⽇常的な連携の推進

 共創拠点の実現に向けた、施設整備の企画
段階からのステークホルダーの関与

 ⻑寿命化のライフサイクルへの転換によるトータル
コストの縮減や平準化

 保有施設の利⽤状況や財務状況の⾒通しを踏まえた
保有⾯積の総量最適化

 カーボンニュートラルに向けた施設の省エネ・創エ
ネの取組

第６次国立大学法人等施設整備５か年計画(R8~12年度)策定に向けた最終報告 概要 2/2
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避難者への対応
学⽣や地域の被災者等のため、避難所を札幌キャンパス

第⼆体育館に設置。北海道全域の⼤規模停電が発⽣した
ため、⾃家発電設備により電源を確保し、合計624名の避
難者を受け⼊れた。

学内避難所の様⼦
（札幌キャンパス第⼆体育館）

利⽤者数︓624名
⽀給品等︓⾷料、⽔、エアマット、⽑布、
発電機付き災害ラジオ等を提供

北海道⼤学（平成30年 北海道胆振東部地震）

熊本⼤学（平成28年 熊本地震）

避難者への対応
熊本市に指定されている⼀時避難場所5施設に加え、全学

教育棟、附属⼩学校体育館及び附属中学校の教室を避
難所として開放し、4⽉14⽇から5⽉8⽇までの間、１⽇最
⼤で約2,800⼈の避難者を受け⼊れた。

備蓄倉庫からブルーシート、⽑布、マットレス
、⽔、⾮常⾷を搬出し、配布した他、九州
⼤学が総合⽀援窓⼝となり、避難所運営
等に必要な物資等について⽀援を受けた。
また、避難場所の体育館の他、断⽔時も利
⽤可能な研究科棟のトイレを開放した。

医学部附属病院による地震後の救急活動
附属病院の再開発によって新営した病棟及び中央診療棟

は免震構造であったことから、⾼層建物にも関わらず⼊院患
者や医療システム、機器等に⼤きな被害はなく、救急患者
575名（内、地震関連患者303名）を受け⼊れた。

平時から地⽅公共団体等と連携し、災害発⽣時に国⽴⼤学法⼈等が担う役割を確認しておくとともに、
災害対応拠点としての役割を果たせるよう、耐災害性と防災機能の強化等の施設整備を進める必要。

東京⼤学（平成23年 東北地⽅太平洋沖地震 (東⽇本⼤震災) ）

被災地医療⽀援
被災地の病院から継続した医療提供が必要な被災患者

16名（透析患者等12名、⼈⼯呼吸器装着患者4名）を
⾃衛隊ヘリコプター等によって受け⼊れた。

帰宅困難者の受け⼊れ
国からの協⼒要請に基づき、附属病院や⼭上会館、体育

館、⼤会議室、教室等を開放し、約400名の帰宅困難者
を受け⼊れ、⽑布等の提供を⾏った。

病院待合室を帰宅困難者へ開放 ヘリコプターによる患者の受け⼊れ

国立大学法人等施設における災害発生時の効果発揮事例




